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✧ 津波警報の改善の方向性について（中間とりまとめに向けて） 
 

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際に気象庁から発表された津波警報の改善を図る

勉強会の第２回会合が、平成23年7月27日に開催され、座長である阿部東大名誉教授をはじめ、今

村東北大教授、越智内閣府参事官、片田群馬大学教授、佐竹東大教授、高橋港湾空港技術研究所

理事長、谷原NTV報道局ネットワークニュース部長、山﨑NHK解説副委員長が出席され、気象庁か

らも長官以下、関係官が出席しました。 

具体的な改善策にかかる技術的事項や警報や情報の発表の仕方等について事務局から説明され、

各事項について以下のとおり検討されました。最終とりまとめは秋ごろ中央防災会議専門調査会

に報告することとされました。 

 

《具体的な改善策と今後集中的に検討すべき事項》  

１ 技術的改善  

【第１報での過小評価の回避】 

M8を超える巨大地震や津波地震については、避難行動において極めて重要な第１報で過小評価

を回避する手法を導入する。 

具体策としては、地震発生後3分程度で得られる強震域の広がりとMとの比較等の、過小評価の

可能性を認識できる監視手法を開発したうえで、過小評価の可能性がある場合には、当該海域で

想定される最大マグニチュード（例：東海・東南海・南海地震想定震源域ではM8.7）や、監視手

法で得られるマグニチュードの概算値（最大マグニチュードの想定がなされていない海域にも適

用可能）に基づき津波警報の第１報を発表する。 

【警報更新の迅速化・高精度化】 

モーメントマグニチュードの迅速・確実な推定（１５分程度）と沖合の津波観測データを活用

した津波警報更新の迅速化・高精度化を図る。 

 

２ 警報・情報内容の改善 

現行の津波注意報、津波警報（津波、大津波）の枠組みは継続する。 

【津波の予想高さ区分の見直し】 

予測誤差も勘案して区分を見直す（5段階を提案）。見直しにあたっては、ハザードマップや避

難等の防災行動とのリンクが重要であり、中央防災会議専門調査会の議論も踏まえて検討する。 

【予想高さ区分の発表のあり方】 

過小評価の回避措置をとった地震については、巨大地震ないしは津波地震の可能性があるため、

最大限の危機感を伝えるべき警報の第１報において、「巨大な津波のおそれ」等の定性的表現と

することも検討する。 

【津波観測結果の発表のあり方】 

観測された津波の高さについては、多くの場合後続の波が最大となり、時には第１波の高さの

10倍を超えることもあるため、第１波の観測結果の発表にあたっては、避難行動を抑制しない様、

発表の方法を改善する。 

 

これらの中間とりまとめに関する国民のご意見を、気象庁は 9月 2日までホームページで募集

しています。 

（気象庁ホームページから） 


